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議案第１１６号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第６５号

）の一部を次のように改正する。

別表第２中備考以外の部分を次のように改める。

別表第２（第３条関係）

機関 事務 特定個人情報

１ 市長 地方税法（昭和２５ 生活に困窮する日本の国籍を有しない
年法律第２２６号） 者に対する生活保護法（昭和２５年法
その他の地方税に関 律第１４４号）に準じて行う保護の実
する法律及びこれら 施又は就労自立給付金若しくは進学・
の法律に基づく条例 就職準備給付金の支給に関する情報（
又は森林環境税及び 以下「準生活保護関係情報」という。
森林環境譲与税に関 ）であって規則で定めるもの
する法律（平成３１
年法律第３号）によ
る地方税又は森林環
境税の賦課徴収に関
する事務であって規
則で定めるもの

２ 市長 災害弔慰金の支給等 準生活保護関係情報であって規則で定
に関する法律（昭和 めるもの
４８年法律第８２号
）による災害弔慰金
若しくは災害障害見
舞金の支給又は災害
援護資金の貸付けに
関する事務であって
規則で定めるもの

３ 市長 生活保護法による保 重度心身障害者医療費関係情報、障害
護の決定及び実施又 者福祉手当関係情報、子ども医療費関
は徴収金の徴収に関 係情報又はひとり親家庭等医療費関係
する事務（以下「生 情報であって規則で定めるもの
活保護関係事務」と
いう。）であって規
則で定めるもの

４ 市長 生活に困窮する日本 地方税関係情報、中国残留邦人等支援
の国籍を有しない者 給付関係情報、介護保険給付等関係情
に対する生活保護法 報、障害者関係情報、障害者の日常生
に準じて行う保護の 活及び社会生活を総合的に支援するた
決定及び実施又は徴 めの法律（平成１７年法律第１２３号
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収金の徴収に関する ）による自立支援給付の支給に関する
事務（以下「準生活 情報、特別児童扶養手当等の支給に関
保護関係事務」とい する法律（昭和３９年法律第１３４号
う。）であって規則 ）による特別児童扶養手当、障害児福
で定めるもの 祉手当若しくは特別障害者手当若しく

は国民年金法等の一部を改正する法律
（昭和６０年法律第３４号）附則第９
７条第１項による福祉手当の支給に関
する情報、重度心身障害者医療費関係
情報、障害者福祉手当関係情報、児童
手当法（昭和４６年法律第７３号）に
よる児童手当の支給に関する情報、児
童扶養手当関係情報、子ども医療費関
係情報、ひとり親家庭等医療費関係情
報、国民健康保険給付関係情報又は後
期高齢者医療保険給付関係情報であっ
て規則で定めるもの

５ 市長 中国残留邦人等の円 準生活保護関係情報であって規則で定
滑な帰国の促進並び めるもの
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律（平成
６年法律第３０号）
による支援給付の支
給に関する事務であ
って規則で定めるも
の

６ 市長 老人福祉法（昭和３ 準生活保護関係情報であって規則で定
８年法律第１３３号 めるもの
）による福祉の措置
又は費用の徴収に関
する事務であって規
則で定めるもの

７ 市長 介護保険法による保 準生活保護関係情報であって規則で定
険給付の支給、地域 めるもの
支援事業の実施又は
保険料の徴収に関す
る事務であって規則
で定めるもの

８ 市長 介護保険法による居 地方税関係情報、生活保護法による保
宅サービス等を利用 護の実施若しくは就労自立給付金若し
する被保険者が負担 くは進学・就職準備給付金の支給に関
すべき額の一部を補 する情報（以下「生活保護関係情報」
助する事務であって という。）、準生活保護関係情報又は
規則で定めるもの 介護保険給付等関係情報であって規則

で定めるもの

９ 市長 児童福祉法（昭和２ 準生活保護関係情報であって規則で定
２年法律第１６４号 めるもの
）による障害児通所
給付費、特例障害児
通所給付費若しくは
高額障害児通所給付
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費の支給又は障害福
祉サービスの提供に
関する事務であって
規則で定めるもの

１０ 市 身体障害者福祉法（ 準生活保護関係情報であって規則で定
長 昭和２４年法律第２ めるもの

８３号）による障害
福祉サービス、障害
者支援施設等への入
所等の措置又は費用
の徴収に関する事務
であって規則で定め
るもの

１１ 市 知的障害者福祉法（ 準生活保護関係情報であって規則で定
長 昭和３５年法律第３ めるもの

７号）による障害福
祉サービス、障害者
支援施設等への入所
等の措置又は費用の
徴収に関する事務で
あって規則で定める
もの

１２ 市 障害者の日常生活及 準生活保護関係情報であって規則で定
長 び社会生活を総合的 めるもの

に支援するための法
律による自立支援給
付の支給又は地域生
活支援事業の実施に
関する事務であって
規則で定めるもの

１３ 市 川口市障害者福祉手 地方税関係情報、生活保護関係情報、
長 当支給条例による福 準生活保護関係情報又は障害者関係情

祉手当の支給に関す 報であって規則で定めるもの
る事務であって規則
で定めるもの

１４ 市 川口市重度心身障害 地方税関係情報、生活保護関係情報、
長 者医療費の助成に関 準生活保護関係情報、中国残留邦人等

する条例による受給 支援給付関係情報、障害者関係情報、
資格の登録及び医療 子ども医療費関係情報、ひとり親家庭
費助成金の支給に関 等医療費関係情報、国民健康保険給付
する事務であって規 関係情報又は後期高齢者医療保険給付
則で定めるもの 関係情報であって規則で定めるもの

１５ 市 母子及び父子並びに 準生活保護関係情報であって規則で定
長 寡婦福祉法（昭和３ めるもの

９年法律第１２９号
）による配偶者のな
い者で現に児童を扶
養しているもの又は
寡婦についての便宜
の供与に関する事務
であって規則で定め
るもの
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１６ 市 川口市子ども医療費 地方税関係情報、生活保護関係情報、
長 の支給に関する条例 準生活保護関係情報、重度心身障害者

による受給資格の登 医療費関係情報、ひとり親家庭等医療
録及び医療費の支給 費関係情報又は国民健康保険給付関係
に関する事務であっ 情報であって規則で定めるもの
て規則で定めるもの

１７ 市 川口市ひとり親家庭 地方税関係情報、生活保護関係情報、
長 等の医療費の支給に 準生活保護関係情報、中国残留邦人等

関する条例による受 支援給付関係情報、重度心身障害者医
給者証の交付及び医 療費関係情報、児童扶養手当関係情報、
療費の支給に関する 子ども医療費関係情報、国民健康保険
事務であって規則で 給付関係情報又は後期高齢者医療保険
定めるもの 給付関係情報であって規則で定めるも

の

１８ 市 児童福祉法による費 準生活保護関係情報であって規則で定
長 用の徴収に関する事 めるもの

務であって規則で定
めるもの

１９ 市 子ども・子育て支援 準生活保護関係情報であって規則で定
長 法（平成２４年法律 めるもの

第６５号）による子
どものための教育・
保育給付若しくは子
育てのための施設等
利用給付の支給又は
地域子ども・子育て
支援事業の実施に関
する事務であって規
則で定めるもの

２０ 市 難病の患者に対する 準生活保護関係情報であって規則で定
長 医療等に関する法律 めるもの

（平成２６年法律第
５０号）による特定
医療費の支給に関す
る事務であって規則
で定めるもの

２１ 市 児童福祉法による小 準生活保護関係情報であって規則で定
長 児慢性特定疾病医療 めるもの

費の支給に関する事
務であって規則で定
めるもの

２２ 市 予防接種法（昭和２ 準生活保護関係情報であって規則で定
長 ３年法律第６８号） めるもの

による給付の支給又
は実費の徴収に関す
る事務であって規則
で定めるもの

２３ 市 母子保健法（昭和４ 準生活保護関係情報であって規則で定
長 ０年法律第１４１号 めるもの

）による費用の徴収
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に関する事務であっ
て規則で定めるもの

２４ 市 国民健康保険法（昭 準生活保護関係情報であって規則で定
長 和３３年法律第１９ めるもの

２号）による保険給
付の支給に関する事
務であって規則で定
めるもの

２５ 市 公営住宅法（昭和２ 準生活保護関係情報であって規則で定
長 ６年法律第１９３号 めるもの

）による公営住宅（
同法第２条第２号に
規定する公営住宅を
いう。）の管理に関
する事務であって規
則で定めるもの

２６ 市 住宅地区改良法（昭 準生活保護関係情報であって規則で定
長 和３５年法律第８４ めるもの

号）による改良住宅
（同法第２条第６項
に規定する改良住宅
をいう。）の管理若
しくは家賃若しくは
敷金の決定若しくは
変更又は収入超過者
に対する措置に関す
る事務であって規則
で定めるもの

２７ 市 市単独住宅の管理に 地方税関係情報、生活保護関係情報、
長 関する事務であって 準生活保護関係情報又は障害者関係情

規則で定めるもの 報であって規則で定めるもの

別表第２備考中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号までを１

号ずつ繰り上げ、同表備考第６号中「（昭和２５年法律第２２６号）」を削り、同

号を同表備考第５号とし、同表備考第７号中「中国残留邦人等支援給付等関係情報

」を「中国残留邦人等支援給付関係情報」に改め、「（平成６年法律第３０号）」

及び「又は配偶者支援金」を削り、同号を同表備考第６号とし、同表備考第８号を

同表備考第７号とし、同号の次に次の１号を加える。

(8) 障害者関係情報 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び

判定、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）による精神障害者保健福祉手

帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報をいう。
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別表第２備考第１０号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削る。

別表第３の１の項中「生活保護関係事務」の次に「であって規則で定めるもの」

を加え、同表２の項中「生活保護関係事務に準ずる事務であって生活に困窮する日

本の国籍を有しない者に対するもの」を「準生活保護関係事務であって規則で定め

るもの」に改め、同表３の項中「生活保護関係情報等」を「生活保護関係情報又は

準生活保護関係情報」に改め、同表に次のように加える。

４ 教育 学校保健安全法による医 市長 準生活保護関係情報で
委員会 療に要する費用について あって規則で定めるも

の援助に関する事務であ の
って規則で定めるもの

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１７号

川口市国民健康保険条例の一部を改正する条例

川口市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１５号）の一部を次のように改正す

る。

第１３条中「第９項」を「第５項」に、「、若しくは」を「、又は」に改め、「

又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに

応じない場合」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関

係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の

規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１８号

川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例

川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成７年条例第１４号）の一部

を次のように改正する。

別表第１の１廃棄物処理手数料の表中

「
特定処理 スキー板、ス １個につき ３１０円 ３１０円 スキー板は２枚ま
廃棄物（ ノーボード、 でを１個とする。
市の処理 サーフボード､
施設では ウィンドサー
処理を行 フィンボード
わない一
般廃棄物 アコーディオ １個につき ３１０円 ９３０円
のうち右 ンカーテン
欄に掲げ
るものを スプリングマ １個につき ３１０円 １，５５０円
いう。以 ットレス、折
下同じ。 り畳み式ベッ
） ド、電動式ベ

ッド
」

を

「
特定処理 スキー板、ス １個につき ３１０円 ３１０円 スキー板は２枚ま
廃棄物（ ノーボード、 でを１個とする。
市の処理 サーフボード､
施設では ウィンドサー
処理を行 フィンボード
わない一
般廃棄物 アコーディオ １個につき ３１０円 １，２４０円
のうち右 ンカーテン
欄に掲げ
るものを 折り畳み式ベ １個につき ３１０円 ２，１７０円
いう。以 ッド
下同じ。
） スプリングマ １個につき ３１０円 ３，４１０円

ットレス

電動式ベッド １個につき ３１０円 ７，４４０円
」

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定
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は、この条例の施行の日以後に処理の申込みを受ける廃棄物に係る廃棄物処理手

数料について適用し、同日前に処理の申込みを受けた廃棄物に係る廃棄物処理手

数料については、なお従前の例による。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１９号

川口市立小中学校在り方審議会条例

（設置）

第１条 市が設置する小学校及び中学校（以下「市立学校」という。）の教育環境

を整備し、充実した学校教育の実現を図るため、川口市立小中学校在り方審議会

（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議す

る。

(1) 市立学校の適正規模に関すること。

(2) 市立学校の適正配置に関すること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育環境の整備に関して教育委員会が必要と認

める事項

（組織）

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。

（委員）

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 知識経験者

(3) 市民

(4) 市立学校の校長

(5) 学校教育関係者

（委員の任期）

第５条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から審議会が第２条の諮問に対し最終的

な答申を行う日までとする。

（会長及び副会長）

第６条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 会長は、審議会の会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
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（会議）

第７条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

（関係者の出席及び資料の提出）

第８条 審議会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その

意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

（庶務）

第９条 審議会の庶務は、教育局において処理する。

（委任）

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長

が審議会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。

（川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５３年条例

第９号）の一部を次のように改正する。

別表学校運営協議会の項の次に次のように加える。

小中学校在り方審議会 会 長 日額 ７，８００円

委 員 日額 ７，２００円

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２０号

川口都市計画事業芝中央沿道第２土地区画整理事業施行規程

目次

第１章 総則（第１条―第５条）

第２章 費用の負担（第６条）

第３章 土地区画整理審議会（第７条―第１４条）

第４章 地積の決定の方法（第１５条―第１７条）

第５章 評価（第１８条―第２０条）

第６章 清算（第２１条―第２６条）

第７章 雑則（第２７条―第２９条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規程は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」と

いう。）第３条第４項の規定により川口市が施行する芝中央沿道第２地区の土地

区画整理事業の施行に関し、法第５３条第２項に掲げる事項その他必要な事項を

定めるものとする。

（事業の名称）

第２条 前条の土地区画整理事業（以下「事業」という。）の名称は、川口都市計

画事業芝中央沿道第２土地区画整理事業という。

（施行地区に含まれる地域の名称）

第３条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

川口市大字芝字峰町、大字芝字塚越田中及び大字芝字 の各一部

（事業の範囲）

第４条 事業の範囲は、法第２条第１項及び第２項に規定する事業とする。

（事務所の所在地）

第５条 事業の事務所は、川口市青木２丁目１番１号（川口市役所内）に置く。

第２章 費用の負担

第６条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、市が負担する。
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(1) 法第１２１条の規定による国庫補助金

(2) その他の負担金、補助金等

第３章 土地区画整理審議会

（土地区画整理審議会の設置）

第７条 事業を施行するため、川口都市計画事業芝中央沿道第２土地区画整理審議

会（以下「審議会」という。）を置く。

（委員の定数）

第８条 審議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、１０人とする。

２ 前項に規定する委員の定数のうち、法第５８条第１項の規定により施行地区内

の宅地の所有者（以下「宅地所有者」という。）及び施行地区内の宅地について

借地権を有する者（以下「借地権者」という。）から各別に選挙される委員の数

の合計は、８人とする。

３ 第１項に規定する委員の定数のうち、法第５８条第３項の規定により市長が土

地区画整理事業について学識経験を有する者から選任する委員の数は、２人とす

る。

（委員の任期）

第９条 委員の任期は、５年とする。

（立候補制）

第１０条 法第５８条第１項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選

挙する。

（予備委員）

第１１条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される

委員についての予備委員をそれぞれ置く。

２ 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員又は借地権者から選

挙すべき委員の数の半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が１人の場合

は、１人とする。

３ 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得

票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じである

ときは、市長がくじで順位を定める。
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４ 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にそ

の旨を通知するとともに、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号。以

下「令」という。）第３５条第５項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所（法

人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びに委員に補充すべき順

位を公告するものとする。

５ 第３項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日に

おいて、予備委員としての地位を取得するものとする。

６ 委員について令第３５条第２項の規定により当選人を定めた場合において、そ

の当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得

票があった者があるときは、第３項及び第４項の規定により予備委員を新たに定

めることができる。

７ 法第５８条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員

に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

（当選人又は予備委員となるために必要な得票数）

第１２条 選挙による委員又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙に

おいて選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の

４分の１以上の数とする。

（委員の補欠選挙）

第１３条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員

の数が、それぞれの委員の定数の３分の１を超えるに至った場合において、補充

すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

（学識経験委員の補充）

第１４条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合におい

ては、市長は速やかに補欠の委員を選任する。

第４章 地積の決定の方法

（基準地積の決定）

第１５条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅

地各筆の地積（以下「基準地積」という。）は、法第５５条第９項の規定による

事業計画の決定の公告があった日（以下「基準日」という。）現在における登記
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簿上の地積とし、基準日現在において登記されていない土地については、市長が

実測した地積とする。

（基準地積の更正等）

第１６条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利（処分の制限を含む。次

条において同じ。）を有する者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、

基準日から６０日以内に、実測図及び隣接する宅地の所有者の同意書を添えて、

市長に実測確認の申請をすることができる。この場合において、申請人の宅地と

申請人と同居する親族の宅地が連続するときは、その全部について申請しなけれ

ばならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があるときは、申請人又は申請人及び関係土地

所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認し、その地積が基準

地積と相違する場合は、基準地積を更正しなければならない。

３ 市長は、基準地積が明らかに事実と相違すると認める宅地及び特に地積につい

て実測する必要があると認める宅地について、その宅地所有者及びその宅地に隣

接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測し、その基準地積

を更正することができる。

４ 市長は、基準日現在において、登記所において地積測量図により実測地積が確

認される場合は、当該地積を市長が実測した地積とみなして、基準地積を更正す

ることができる。

５ 市長は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について実測した地積が

その区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積を超える場合は、その超える地

積を、当該区域内の宅地各筆の基準地積（前条又は前３項の規定による実測の結

果定まった基準地積及び登記所において地積測量図により実測地積が確認される

宅地の基準地積を除く。）に按分して加えることにより、その基準地積を更正し
あん

なければならない。

６ 基準日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基

準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積に按分した地積とする。ただし、分

割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした

場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合で按分した地積とするこ

- 15 -



とができる。

（所有権以外の権利の目的となる宅地の地積）

第１７条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地

又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する

所有権以外の権利の地積は、その登記してある地積（以下「登記地積」という。

）又は法第８５条第１項の規定による申告に係る地積（地積の変更について同条

第３項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告

地積」という。）とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存す

る宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積に符合するよ

うに按分その他適当と認める方法により定めた地積をもってその権利の基準地積

とする。

第５章 評価

（評価員の定数）

第１８条 法第６５条第１項に規定する評価員の定数は、３人とする。

（宅地の評価）

第１９条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利

用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

（権利の評価）

第２０条 所有権以外の権利（地役権を除く。以下同じ。）の存する宅地について

の所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の価額にそれ

ぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

２ 前項の権利価格の割合は、市長が前条の従前の宅地及び換地の価額、賃貸料、

位置、利用状況、取引慣行等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第６章 清算

（清算金の算定）

第２１条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対す

る換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地について存する所有権以外の

権利の価額に乗じて得た価額と当該宅地に対する換地又はその換地について定め

られた権利の価額との差額とする。
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（換地を定めない宅地等の清算金）

第２２条 法第９０条、第９１条第４項、第９２条第３項又は第９５条第６項の規

定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を

定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の宅地の価額又は従

前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とす

る。

（清算金の徴収又は交付の通知）

第２３条 市長は、前２条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その

期限及び場所を定め、少なくともその期限の３０日前に、これを納付すべき者又

は交付を受けるべき者に通知するものとする。

（清算金の分割徴収又は分割交付）

第２４条 市長は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が１０，０

００円以上である場合は、それぞれ別表に定めるところにより分割徴収し、又は

分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する

期限は、第１回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算する。

２ 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該

清算金に付すべき利子の利率は、法第１０３条第４項の規定による公告があった

日の翌日における法定利率とし、第１回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日

の翌日から付するものとする。

３ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第

２回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日か

ら起算してそれぞれ６月を経過した日とする。

４ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第１

回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第２回以降の納付額又は交付額の総

額（利子を除く。）を控除して得た額とし、第２回以降の納付額又は交付額は、

清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えて得た額とする。

５ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、

市長は、毎回の納付額又は交付額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算

金を納付する者又は交付を受ける者に通知するものとする。

- 17 -



６ 清算金の分割納付を希望する者は、その旨を申し出なければならない。

７ 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付す

ることができる。

８ 第１項の規定により清算金を分割交付している場合において、市長が必要と認

めるときは、交付期限前においても、清算金の全部又は一部を交付することがで

きる。

９ 市長は、清算金を分割納付する者が納付すべき清算金を納付期限までに納付し

ないときその他特別の事情があるときは、徴収すべき期限前に、未納の清算金の

全部又は一部につき、納付期限を繰り上げて徴収することができる。

１０ 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は

住所（法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地）を変更したときは、

直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

（延滞金）

第２５条 法第１１０条第４項の規定により徴収することができる延滞金は、納付

すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、当該督促に係る清算金の額

（１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に年１０．７５パー

セントの割合を乗じて得た額とする。

２ 前項の延滞金の額が１０円未満である場合においては、これを徴収しない。

（仮清算への準用）

第２６条 第２１条から前条までの規定は、法第１０２条の規定により仮清算金を

徴収し、又は交付する場合について準用する。

第７章 雑則

（所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止）

第２７条 令第５５条の２において準用する令第３条の規定による換地計画の縦覧

についての公告の日から法第１０３条第４項の規定による換地処分の公告の日ま

での間は、法第８５条第４項の規定により、同条第１項の規定による申告又は同

条第３項の規定による届出は受理しない。

２ 令第１９条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して２０日を経過

した日から令第２２条第１項の公告の日までの間は、法第８５条第４項の規定に
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より、借地権について同条第１項の規定による申告又は同条第３項の規定による

届出は受理しない。

（換地処分の時期の特例）

第２８条 市長は、必要があると認めるときは、公共施設に関する工事が完了する

以前であっても、法第１０３条第２項の規定により換地処分を行うことができる。

（委任）

第２９条 この規程に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。

附 則

この条例は、川口都市計画事業芝中央沿道第２土地区画整理事業の事業計画決定

の公告の日から施行する。

別表（第２４条関係）

徴収又は交付すべき清算金の総額 分割徴収又は分割交付する期 分割回数
限

１万円以上５万円未満 ６月以内 ２

５万円以上１０万円未満 １年以内 ３

１０万円以上１５万円未満 １年６月以内 ４

１５万円以上２０万円未満 ２年以内 ５

２０万円以上３０万円未満 ２年６月以内 ６

３０万円以上４０万円未満 ３年以内 ７

４０万円以上６０万円未満 ３年６月以内 ８

６０万円以上８０万円未満 ４年以内 ９

８０万円以上１００万円未満 ４年６月以内 １０

１００万円以上 ５年以内 １１

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２１号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 上青木住宅改築工事（１工区）

２ 工 事 場 所 川口市上青木西５丁目１１番１号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 １，５８１，８００，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市青木２丁目５番１０号

埼玉建興株式会社

代表取締役 武 井 美 親

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２２号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 上青木住宅改築工事（２工区）

２ 工 事 場 所 川口市上青木西５丁目１１番１号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ９５２，７１０，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市並木３丁目２３番２７号

株式会社アーバンヤマイチ

代表取締役 松 田 博

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２３号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 上青木住宅改築工事のうち電気工事

２ 工 事 場 所 川口市上青木西５丁目１１番１号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ４６２，３８２，８００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市芝下２丁目１７番１１号

高山電設工業株式会社

代表取締役 阿 部 憲 夫

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２４号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 上青木住宅改築工事のうち設備工事

２ 工 事 場 所 川口市上青木西５丁目１１番１号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ４９７，４９９，２００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市仲町１８番５号

浅倉・かっぱ特定建設工事共同企業体

埼玉県川口市仲町１８番５号

株式会社浅倉水道

代表取締役 佐々木 喬

埼玉県川口市上青木５丁目２番３号

かっぱ工業株式会社

代表取締役 浅 香 陽

上記代表者

株式会社浅倉水道

代表取締役 佐々木 喬

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２５号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 南消防署機能移転に伴う車庫棟新設工事及び横曽根分署改修

工事

２ 工 事 場 所 川口市西川口３丁目１８番１号 他

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ４７０，８００，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市朝日１丁目２６番２６号

榎本建設株式会社

代表取締役 榎 本 光 洋

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２６号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 青木町公園総合運動場野球場人工芝改修工事

２ 工 事 場 所 川口市西青木４丁目地内

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ４０８，２２９，８００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市柳崎５丁目２番３３号

中原建設株式会社

代表取締役社長 中 原 誠

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２７号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 ＧＩＧＡスクール端末

２ 納 入 場 所 川口市本町２丁目４番６号 ほか７９校

３ 納 入 者 埼玉県川口市前川２丁目３２番２号

株式会社スリーウエイ

代表取締役 榊 尚 寛

４ 数 量 １０，０００台

５ 取 得 価 格 ６９５，２００，０００円

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２８号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 土地

２ 目 的 新学校給食センター整備事業用地

３ 所 在 地 川口市大字赤山字山王町７７番２ 外１２筆

４ 面 積 ６，２２０．８０平方メートル

５ 取 得 価 格 ２７５，９６７，５３１円

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２９号

訴えの提起について

一般被保険者返納金、奨学資金貸付金回収金及び放課後児童クラブ利用料に係る

支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ａ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金、奨学資金貸付金回収金及び放課後児童クラ

ブ利用料について、返還及び支払いを求める電話や催告書等による再三の催告に

応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払い等を求

め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金、奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延

滞利息並びに放課後児童クラブ利用料及びこれに係る遅延損害金の支払いを求

めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金、奨学資金貸付金回収金及び放課後児童ク

ラブ利用料を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、

和解するものとする。
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(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 29 -



議案第１３０号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

三郷市在住 Ｂ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥ノ木 信 夫
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議案第１３１号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｃ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥ノ木 信 夫
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議案第１３２号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

東京都江戸川区在住 Ｄ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥ノ木 信 夫
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議案第１３３号

訴えの提起について

学校給食費及び放課後児童クラブ利用料に係る支払督促の申立てについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとお

り議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｅ氏

Ｆ氏

２ 事件の内容

上記の者は、学校給食費及び放課後児童クラブ利用料について、支払いを求め

る電話や催告書等による再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し

当該債権等に係る金銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の

申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し学校給食費及び放課後児童クラブ利用料並びにこれに係る遅延

損害金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から学校給食費及び放課後児童クラブ利用料を完納する旨の申入れ

があり、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。
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令和６年９月３日提出

川口市長 奥ノ木 信 夫
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議案第１３４号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

東京都足立区在住 Ｇ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥ノ木 信 夫

- 35 -



議案第１３５号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｈ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥ノ木 信 夫
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議案第１３６号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｉ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥ノ木 信 夫
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議案第１３７号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

大阪府大阪市在住 Ｊ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求める

もの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥ノ木 信 夫
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議案第１３８号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

大阪府交野市在住 Ｋ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求める

もの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥ノ木 信 夫
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議案第１３９号

和解契約の締結について

学校施設における負傷事故について、次のとおり和解するため、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により議決を求める。

１ 相手方

川口市在住

男 性 １６歳（事故当時１４歳）

２ 和解条項

(1) 川口市は、上記の者に対し、既払金５１，８５５円のほか、本件事故におけ

る示談金として、金６１万円の支払義務があることを認める。

(2) 川口市は、上記の者に対し、前項の金員を、令和６年１０月３１日限り、上

記の者が指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、

川口市の負担とする。

(3) 上記の者は、本件事故に関し、前２項に定めるもののほか、名目のいかんを

問わず一切の請求権を放棄する。

(4) 川口市は、本件事故に関する上記の者の加入する共済組合からの求償金請求

について、同組合に対し、支払いを行う。

(5) 川口市及び上記の者は、川口市と上記の者との間には、本件事故に関し、本

和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥ノ木 信 夫
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議案第１４０号

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、次

のとおり埼玉県後期高齢者医療広域連合規約を変更することについて、同法第２９

１条の１１の規定により議決を求める。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥ノ木 信 夫

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年指令市第２０７９号）の一部を次

のように変更する。

別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。

附 則

この規約は、令和６年１２月２日から施行する。
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議案第１４１号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

新 郷
大字東本郷字大塚1641番15地先 大字東本郷字大塚1641番13地先 4.0 71.1

第371-2号線

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４２号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

芝
芝 塚 原 1 丁 目 7 番 2 地 先 芝 塚 原 1 丁 目 7 番 2 8 地 先 4.0 155.0

第78-1号線

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４３号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行慈林字上村中783番16地先 大字安行慈林字上村中778番19地先 5.0 73.6

第50-9号線

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４４号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行慈林字小井戸188番8地先 大字安行慈林字小井戸189番13地先 5.0 132.0

第63-5号線

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４５号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行領家字原下1895番10地先 大字安行領家字原下1895番6地先 5.0 79.0

第338-3号線

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４６号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

戸 塚
大字差間字立野橋前49番地先 大字源左衛門新田字東野57番3地先 0.9 99.9

第 1 6 4 号 線

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４７号

令和５年度川口市一般会計及び各種特別会計決算認定について

令和５年度下記各会計決算を、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３

条第３項の規定により別添監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

記

令和５年度川口市一般会計歳入歳出決算書

令和５年度川口市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度川口市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度川口市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度川口市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度川口市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度川口市立看護学校事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度川口駅西口地下公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度川口駅東口地下公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度川口市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算書

令和５年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４８号

令和５年度川口市水道事業会計決算認定について

令和５年度川口市水道事業会計決算を、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９

２号）第３０条第４項の規定により別添監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４９号

令和５年度川口市下水道事業会計決算認定について

令和５年度川口市下水道事業会計決算を、地方公営企業法（昭和２７年法律第２

９２号）第３０条第４項の規定により別添監査委員の意見を付けて議会の認定に付

する。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５０号

令和５年度川口市病院事業会計決算認定について

令和５年度川口市病院事業会計決算を、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９

２号）第３０条第４項の規定により別添監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５１号

川口市教育委員会委員の任命同意について

川口市教育委員会委員に次の者を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により同意を求める。

記

千 葉 彩 香 ４９歳 川口市在住

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 千 葉 彩 香

年 齢 ４９歳

現 住 所 川口市在住

平成３１年 ４月 学校法人嶋根学園理事

川口しらぎく幼稚園園長

令和 ４年 ４月 西上尾しらぎく幼稚園園長

令和 ４年 ８月 川口市立生涯学習プラザ審議委員

令和 ５年 ４月 認定こども園西上尾しらぎく幼稚園園長
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議案第１５２号

川口市公平委員会委員の選任同意について

川口市公平委員会委員に次の者を選任するため、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第９条の２第２項の規定により同意を求める。

記

植 木 竜 太 ４１歳 川口市在住

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 植 木 竜 太

年 齢 ４１歳

現 住 所 川口市在住

平成２５年１２月 弁護士登録（埼玉弁護士会所属）

平成３０年 ８月 川口市同和対策審議会委員

平成３１年 ４月 川口市開発審査会委員

令和 ４年 １月 川口市固定資産評価審査委員会委員
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議案第１５３号

川口市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

川口市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任するため、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により同意を求める。

記

花 村 奈生子 ５２歳 川口市在住

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 花 村 奈生子

年 齢 ５２歳

現 住 所 川口市在住

平成２３年 ６月 行政書士登録（埼玉県行政書士会所属）

令和 ５年 ５月 埼玉県行政書士会川口支部理事

令和 ５年１０月 公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター埼玉県支部

総務部長
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議案第１５４号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

落 合 和 弘 ６４歳 川口市在住

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 落 合 和 弘

年 齢 ６４歳

現 住 所 川口市在住

平成３１年 １月 人権擁護委員

令和 ４年 １月 人権擁護委員

令和 ５年 ７月 鳩ヶ谷ロータリークラブ会長

- 55 -



議案第１５５号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

矢 作 雅 美 ７１歳 川口市在住

令和６年９月３日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 矢 作 雅 美

年 齢 ７１歳

現 住 所 川口市在住

平成２１年 ５月 保護司

平成２５年 １月 人権擁護委員

平成２８年 １月 人権擁護委員

平成３１年 １月 人権擁護委員

令和 ４年 １月 人権擁護委員

令和 ４年 ４月 川口市人権教育推進協議会会長
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